
 

令和   年  月  日 
国土交通省 ○○地方整備局長  殿     
       フ リ ガ ナ   カブシキガイシャ〇〇サービス ○○シテン 

事業所名 株式会社〇〇サービス ○○支店 
代表者役職名 ○○支店長 
代表者氏名 出入 一 
所在地 〒321-4567 ○○港区芝○-○-○ 

 
事業所登録番号※ ○－■■－■■■■■ 

 
事業所情報（変更、更新）報告書 

 
当事業所の従業員（請負契約又は委任契約に基づくものを除く。）がＰＳカード（Port 

Security カード）を使用したいので、下記事項について（変更、更新）報告します。 
 

記 
１．事業を行うに当たっての許可（許可書の(写)を添付） 

事業の種類 提出先 許可番号 
   
   
   
注） 港湾運送事業法または貨物自動車運送事業法における事業とする。 
                                記入不要 
２．所属業界団体 

団体名 
 
 
 
注） 該当無き場合は、「該当なし」と記載すること。 
 
３．希望するＰＳカード印字内容 

事業所名（和） 事業所名（英） 
                                      
注） 事業所名（和）は最大 18 字、事業所名（英）は最大 20 字とする。なお、券面に印字される内容を変更する場合、PS カードの再発行手続

きが必要となるので、登録にあたり留意すること。 
 
４．担当者 

フリガナ 
氏名 

コウワン ハナコ 

港湾 花子 

所属部署 総務部 
電話番号 ○○○—○○○—○○○○ 
FAX 番号 ○○○—○○○—○○○○ 

E-mail ○○@xxx. xx. xx 

部署所在地 
〒321-4567 
○ ○ 港 区 芝 ○ — ○ — ○                

 
５．報告書の取りまとめを依頼する重要国際埠頭施設 

重要国際埠頭施設名  〇〇ターミナル 
※事業所登録番号は、変更、更新報告時のみ記載する。変更、更新報告時は、全ての項目を記載し、変更箇所に下線を引くこと。 
 
６．ＰＳカード申請受付システム（オンライン申請）の使用の希望 

希望する／希望しない 
  

申請の窓口となる担当者をご記入ください。 
（当該事業所情報報告書について、担当者の方に問

い合わせることがあります。） 

（様式１） 

申請先の地方整備局長名又は北海道
開発局長名をご記入ください。 

事業所名、役職・代表者名、所在地、
事業所登録番号をご記入ください。 

次ページの表から、当報告書の取りまとめを
依頼する「重要国際埠頭施設名」を一つ選ん
で記入してください。 

PS カード使用許可申請について、オンラインに
よる提出を御希望の場合、「希望する」に○を
記入ください。 



出入管理情報システムを導入している重要国際埠頭施設の一覧（１／２）

東京港 品川ふ頭外貿コンテナターミナル施設 品川公共コンテナ

東京港 青海コンテナふ頭外貿コンテナターミナル施設 青梅公共コンテナ

東京港 青海埠頭３号岸壁コンテナ埠頭施設及び荷さばき地 青梅３号

東京港 青海埠頭第４号岸壁及び荷さばき地 青梅４号

東京港 大井埠頭１号、２号岸壁及び荷さばき地 大井１・２号

東京港 東京地区新３号・４号岸壁及び荷さばき地 大井３・４号

東京港 大井コンテナ埠頭新５号及び荷さばき地 大井５号

東京港 大井埠頭コンテナ埠頭施設６号・７号バース 大井６・７号

東京港 上組東京コンテナターミナル 上組CT

東京港 お台場ライナー埠頭及び荷捌き地 お台場ライナー

東京港 中央防波堤外側ふ頭（Y1） 中防外Y1

東京港 中央防波堤外側コンテナ埠頭岸壁施設及び荷さばき地（Y2） 中防外Y2

東京港 南部地区大井水産物・食品ふ頭　水産物・食品施設 大井水産物・食品

東京港 東部地区１５号地木材ふ頭木材用荷役施設 １５号木材

東京港 中央防波堤内側地区中央防波堤内側ばら物ふ頭　ばら物用荷役施設 中防内ばら物

横浜港 本牧埠頭Ｄ突堤１号基部及び１号岸壁 本牧D-1

横浜港 本牧地区本牧ふ頭Ｄ突堤第４号バース及び荷さばき地 本牧D-4

横浜港 南本牧埠頭第１，２，３，４号岸壁（ＭＣ－１，２，３，４）及び荷さばき地 南本牧MC-１・２・３・４

横浜港 横浜港本牧ふ頭Ｃ突堤５号～９号岸壁及びＢＣ突堤間１号岸壁 本牧BCターミナル

横浜港 大黒ふ頭Ｔ－９号岸壁 大黒T-9

川崎港 東扇島川崎コンテナターミナル施設 KCT

新潟港 東港地区西埠頭１・２・３・４号岸壁 東港CT

清水港 新興津埠頭新興津１号～２号岸壁 新興津CT

清水港 袖師第１埠頭袖師５号～８号岸壁 袖師CT

名古屋港 飛島ふ頭地区 ９０～９２号岸壁 公共北CT

名古屋港 飛島ふ頭地区 ９３・９４号岸壁 公共南CT

名古屋港 飛島ふ頭地区 NCBコンテナふ頭岸壁（R１，Ｒ２，Ｒ３）及び荷さばき地 NCB

名古屋港 飛島ふ頭地区ＴＳ１、ＴＳ２岸壁 TCB

名古屋港 鍋田ふ頭地区T１、Ｔ２、Ｔ３岸壁 NUCT

四日市港 霞ヶ浦南埠頭２６号、２７号岸壁 四日市霞ヶ浦南

四日市港 霞ヶ浦北埠頭８０号岸壁 四日市霞ヶ浦北

港　名
国際埠頭施設名
（保安規程単位）

略称



出入管理情報システムを導入している重要国際埠頭施設の一覧（２／２）

大阪港 咲洲地区南港Ｃ６・Ｃ７岸壁 C６～７

大阪港 咲洲地区南港Ｃ９岸壁 C９

大阪港 コンテナ埠頭第１号～第４号岸壁 C１～４

大阪港 コンテナ埠頭第８号岸壁 C８

大阪港 夢洲コンテナターミナル C１０～１２

大阪港 咲洲地区国際フェリー岸壁 KF

神戸港 六甲アイランドコンテナ第１／２号岸壁 RC-１～２

神戸港 ポートアイランドコンテナ第１３号岸壁 PC-13

神戸港 ポートアイランドコンテナ第１４号岸壁 PC-14

神戸港 ポートアイランドコンテナ第１５号・１６号・１７号岸壁 PC-15～17

神戸港 ポートアイランドコンテナＩ・Ｊ・第１８号岸壁 PC-18

神戸港 六甲アイランドコンテナ第３／４／５号岸壁 RC-４～５

神戸港 六甲アイランドコンテナ第６／７号岸壁 RC-６～７

高松港 朝日地区Ｆ地区(-10m)岸壁②(コンテナターミナル) 高松朝日CT

下関港 本港地区細江埠頭１８、１９、２０、２１号岸壁 細江18～21

下関港 本港地区第一突堤８号岸壁 一突８

下関港 本港地区第一突堤１０・１２・１３号岸壁 一突10・12～13

下関港 新港地区新港埠頭新港１号岸壁 新港１

下関港 長府地区長府埠頭長府２、３号岸壁 長府２～３

北九州港 太刀浦第一コンテナターミナル太刀浦７、８号岸壁 太刀浦第１CT

北九州港 太刀浦第二コンテナターミナル太刀浦２９、３０、３１、３２、３３号岸壁 太刀浦第２CT

北九州港 ひびきコンテナターミナル響灘西３、４、５、６号岸壁 ひびきCT

博多港 アイランドシティ地区アイランドシティ-14m岸壁・-15m岸壁 アイランドシティCT

博多港 香椎パークポート地区香椎パークポート-13m岸壁 香椎パークポートCT

博多港 中央ふ頭地区中央ふ頭西-10m岸壁・-9m岸壁 中央埠頭西在来

港　名
国際埠頭施設名
（保安規程単位）

略称


